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「住宅手当緊急特別措置事業」に関する協力のお願い 

～住宅の貸主、不動産媒介業者等の皆様へ～ 

 

静岡県 

厳しい雇用失業情勢が続いている中、住居を喪失する離職者の増加がさらに懸念さ

れています。 

これらの方々は、雇用と住居という生活基盤を同時に喪失するという点で極めて深

刻な状況に置かれているところであり、一日も早く、住居と安定的な就労機会を円滑

に確保できるようにするための支援を行うことが必要です。 

このため、平成 2１年 10 月から、これらの方々に対して、家賃相当額を給付する

「住宅手当緊急特別措置事業」（以下「住宅手当」といいます。）を開始いたします。 

この事業が円滑に進み、これらの方々が、住居と安定的な就労機会を円滑に確保で

きるようにするためには、住宅の貸主、不動産媒介業者等の皆様のお力をお借りする

ことが不可欠ですので、本事業への御理解と御協力を賜りたくよろしくお願い申し上

げます。 

 

【住宅手当の概要】 

○ 対象者 ：住宅を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方 

○ 支給要件：就労能力、常用就職の意欲があり、公共職業安定所に求職申込みを行う方で、

収入や資産が一定基準以下の方 

○ 支給期間：最長６か月間 

○ 支給額 ：地域ごとに上限額を設定（生活保護の住宅扶助特別基準に準拠） 

住宅の所在地 世帯人員 住宅手当の上限 

単身世帯 39,900 円 
静岡市 

複数世帯 51,900 円 

単身世帯 37,700 円 
浜松市 

複数世帯 49,000 円 

単身世帯 37,000 円 沼津市、熱海市、伊東市、

三島市、富士市 複数世帯 48,000 円 

単身世帯 37,200 円 
上記以外の市町 

複数世帯 48,300 円 
 
○ 支給方法：市又は県から直接、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振

込まれます。 

○ 担当窓口：市福祉事務所、町役場（静岡県賀茂・東部・中部健康福祉センター） 
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【事業の流れ】 

  住宅手当の支給を受けるための手続は、＜住宅を喪失した方＞と、＜喪失するおそれ

のある方＞では、それぞれ異なります。 

＜住宅を喪失した方＞の場合 

○ 住宅手当の申請 

  住宅手当の支給を希望する方は、「住宅手当支給申請書（様式１号）」により

居住を希望する市の福祉事務所又は町の役場住宅手当担当窓口（以下「市町の住

宅手当担当窓口」といいます。）に申請を行い、申請書の写し及び「入居予定住

宅に関する状況通知書（様式２号）」用紙の交付を受けます。 

 

○ 住宅の確保と入居予定住宅の通知 

  住宅手当申請者（以下「申請者」と言います。）は、「住宅手当支給申請書」

の写し等を持って、不動産媒介業者等の窓口を訪ねて、入居希望の賃貸住宅を探

します。 

不動産媒介業者等の皆様には、申請者が入居を希望し、入居が可能な賃貸住宅

の状況やそれに入居するために要する費用などについて、申請者に対して、説明

をお願いします。 

※ 住宅を喪失した方が新規に住宅を借りる場合、家賃が次の上限金額を超え

るときは、住宅手当は支給されませんので注意してください。 

住宅の所在地 世帯人員 住宅手当の上限 

単身世帯 39,900 円 
静岡市 

複数世帯 51,900 円 

単身世帯 37,700 円 
浜松市 

複数世帯 49,000 円 

単身世帯 37,000 円 沼津市、熱海市、伊東市、三島市、

富士市 複数世帯 48,000 円 

単身世帯 37,200 円 
上記以外の市町 

複数世帯 48,300 円 

 

入居する予定の住宅が見つかったときは、申請者が持参する「入居予定住宅に

関する状況通知書」用紙に、入居に要する初期費用、家賃等を記入し、社印(事業

印)を押印の上、申請者本人に渡してください。 

  また、市町の住宅手当担当窓口での確認に必要な入居予定住宅の案内図も渡し

てください。 

なお、本人にお渡した「入居予定住宅に関する状況通知書」については、後々

の確認のために、不動産媒介業者等において、その写しを保管しておいた方がよ

いと思います。 
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○ 住宅手当支給対象者証明書の交付 

  申請者は、市町の住宅手当担当窓口に、「入居予定住宅に関する状況通知書」

を提出し、住宅手当の受給資格が確認されると、「住宅手当支給対象者証明書」

が交付されます。 

なお、支給要件に該当しないなどの理由により、受給資格が確認されなかった

場合は、本人が不動産媒介業者等へ速やかに連絡をすることとしていますが、念

のため、市町の住宅手当担当窓口からも連絡します。 

 

○ 賃貸借契約の締結 

申請者は、「住宅手当支給対象者証明書」を持って、不動産媒介業者等の窓口

を訪問しますので、原則として、「諸費用の振込を確認した日をもって本契約の

効力は発生する」旨の停止条件付き契約を締結してください。この契約は、入居

の初期費用に相当する金額が振り込まれたことをもって、賃貸借契約が成立する

ものです。 

なお、入居の初期費用（敷金、礼金、媒介手数料、１月目の家賃、入居保証料

等）については、住宅手当の対象としていないため、申請者が自費で支払うか、

居住する市町の社会福祉協議会で「総合支援資金（住宅入居費）貸付制度」を利

用することとなります。入居の初期費用を社会福祉協議会から借りる方は、「総

合支援資金（住宅入居費）貸付制度」の借入申込書の写しも持参することとして

いますので、この書類も確認してください。 

 

○ 初期費用の支払いと入居 

自費で入居の初期費用を支払う方は、その支払いをした後に、賃貸住宅に入居

できることになります。 

入居の初期費用を社会福祉協議会から借りる方は、賃貸借契約書の写しを社会

福祉協議会に提出し、その後、社会福祉協議会から貸主等（「入居予定住宅に関

する状況通知書」で初期費用の振込先として指定をされた貸主等）に初期費用相

当額が振り込まれますので、その振込みがあった後に、賃貸住宅に入居できるこ

とになります。 

 

○ 住宅手当の振込 

申請者は、入居後、賃貸借契約書の写しや住民票などを市町の住宅手当担当窓

口に提出し、その後、「住宅手当支給決定通知書」の交付を受け、その写しを不

動産媒介業者等に提出することになります。 

支給が決定されたことにより、申請月の翌月分から住宅手当が、市又は県から

直接、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込まれます。 
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○ 支給の中止 

住宅手当は、支給期間の６か月が満了したときや、受給者が６か月以上の常用

就職をし、一定以上の収入が見込まれるときには、支給が中止されます。 

 

（参考） 

○ 入居保証 

 住宅の貸主等が住宅手当の受給希望者に対して、民間賃貸保証会社等による入

居保証（賃貸保証サービス・滞納家賃保証サービス・連帯保証人サービス等）を

付けることを求める場合で、本人がその保証会社と交わす保証サービスに要する

保証料（契約料）について、本人が自ら金銭的な負担ができない場合は、「総合

支援資金（住宅入居費）貸付制度」（上限４０万円）を活用して頂くこととなり

ます。 

その場合、保証契約そのものは、本人の責任で契約を行うことになりますが、

保証料（契約料）は、社会福祉協議会から直接、保証会社に支払われることとな

ります。 

 

○ 入居の初期費用 

 保証料以外の入居の初期費用（敷金、礼金、媒介手数料、一月目の家賃等）に

ついても、住宅手当受給者本人が自らの資金により振込を行うのが基本ですが、

本人にその資力がない場合は、社会福祉協議会の「総合支援資金（住宅入居費）

貸付制度」（上限４０万円）を活用することにより、住宅の初期費用を賄うこと

となっております。 

その場合は、社会福祉協議会から直接、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた

事業者に初期費用が振込まれることとなります。 

 

○ 本人が早期に退去した場合 

 本人が早期に住宅を退去した場合や、貸主との合意により契約を解除した場合

は、住宅手当の支給を中止する必要がありますので、その旨を市町の住宅手当担

当窓口に御連絡お願いします。 
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＜住宅を喪失するおそれのある方＞の場合 

○ 住宅手当の申請 

  住宅手当の支給を希望する方は、「住宅手当支給申請書（様式１号）」により

市町の住宅手当担当窓口に申請を行い、申請書の写し及び「入居住宅に関する状

況通知書（様式２－２号）」用紙の交付を受けます。 

 

○ 入居住宅の通知 

申請者は、「住宅手当支給申請書」の写しと「入居住宅に関する状況通知書」

等を持って、貸主又は不動産媒介業者等の窓口を訪ねますので、「入居住宅に関

する状況通知書」用紙に家賃等を記入し、社印(事業印)を押印の上、本人に渡し

てください。 (注)電話番号は固定電話番号を記入して下さい。 

  なお、本人にお渡した「入居予定住宅に関する状況通知書」については、後々

の確認のために、貸主又は不動産媒介業者等において、その写しを保管しておい

た方がよいと思います。 

 

○ 住宅手当支給決定通知書の交付 

  申請者は、市町の住宅手当担当窓口に、「入居住宅に関する状況通知書」を提

出し、住宅手当の受給資格が確認されると、「住宅手当支給決定通知書」を交付

され、その写しを貸主又は不動産媒介業者等に提出することとなります。 

支給が決定されたことにより、申請月の翌月分から住宅手当が、市又は県から

直接、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込まれます。 

 

なお、支給要件に該当しないなどの理由により、受給資格が確認されなかった

場合は、本人が貸主又は不動産媒介業者等へ速やかに連絡をすることとしていま

すが、念のため、市町の住宅手当担当窓口からも連絡します。 

※ 住居を喪失しそうな方の家賃が次の上限金額を超える場合は、その超える

部分は、自己負担となり、本人が自費で支払うこととなります。 

 

住宅の所在地 世帯人員 住宅手当の上限 

単身世帯 39,900 円 
静岡市 

複数世帯 51,900 円 

単身世帯 37,700 円 
浜松市 

複数世帯 49,000 円 

単身世帯 37,000 円 沼津市、熱海市、伊東市、三島市、

富士市 複数世帯 48,000 円 

単身世帯 37,200 円 
上記以外の市町 

複数世帯 48,300 円 
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○ 支給の中止 

住宅手当は、支給期間の６か月が満了したときや、受給者が６か月以上の常用

就職をし、一定以上の収入が見込まれるときには、支給が中止されます。 

  

○ 本人が早期に退去した場合 

 本人が早期に住宅を退去した又は貸主との合意により契約を解除した場合は、

住宅手当の支給を中止する必要がありますので、その旨を市町の住宅手当担当窓

口に御連絡お願いします。 

 
 
 
 
 
 

＜お問い合わせ先＞ 

  ◆県 

      静岡県厚生部福祉こども局地域福祉室 

  〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６ 

電話番号 （０５４）２２１－３５０１ 

  

◆市町 各市福祉事務所、町役場 
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（様式２号） 

入居予定住宅に関する状況通知書 

 

 下記の者より、賃貸住宅への入居についての希望がありました。 

 このことについて、物件等に関する概要等について通知します。 

  
             様          

                            平成  年  月  日 

                          宅地建物取引業者又は貸主 

                            （商号又は名称）                       

               （代表者名）                                 印  
               （所在地）〒                         

               （免許証番号）                        

               （担当者等） 氏名            所属          

                                           電話番号                     

                            ※貸主が記入する場合は、氏名、所在地、電話番号のみを記載してください。 

１ 入居予定者 

氏 名  

生 年 月 日 昭和・平成   年   月   日 

 

 

 家 族 状 況 単 身 ・ 複 数 

 

 

 

 

２ 入居予定の賃貸住宅 

名 称  

所 在 地  

賃 料 月 額                                 円 

 

 

 

 入居予定日 平成   年   月   日（平成   年  月  日までの  月  日間） 

 

 

 

 

  ※1 賃料月額については、当該実施主体が定める住宅手当基準額以下の住宅であること。 
    （限度額： 単身世帯    、複数世帯     ） 
  ※2 共益費･管理費は住宅手当の対象になりませんので、賃料月額には含めずに記載してください。  
  ※3 定期借家契約(定期賃貸借契約)の場合に限り、入居予定日欄の（ ）内に、入居予定日から契約満了日 
    までの期間を記載してください。 

３ 初期費用 

賃料 
(入居に際して当初の支払いを要する賃料)

                     円 
（   月分＋日割り   日分として） 

共益費                                      円 

管理費                                    円 

敷金                                      円 

 

 

 

(1) 

 

 
礼金等 

  礼金                               円 
  その他（     ）          円 

(2) 媒介報酬額                                      円 

火災保険料                                      円 
(3) 

その他（入居保証料等）                                      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
合  計                                      円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 初期費用については、社会福祉協議会が実施する｢総合支援資金(住宅入居費)｣の貸付けを受けることが 
    可能であるため、記載願います。 

（裏面あり） 

住宅を喪失している方用 
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４ 振込口座 

 フ リ ガ ナ
口 座 名 義  

金 融 機 関 名
       銀行・金庫         支店 

           組合 

貸主又は貸主 
から委託を 
受けた事業者 
の振込口座 

口座種別・番号 普通・当座 番号  

住 所
〒 
 

 フ リ ガ ナ
氏 名  

住 宅 手 当
の振込先 

振込通知の 
送付先 

電 話 番 号  

 フ リ ガ ナ
口 座 名 義  

金 融 機 関 名
       銀行・金庫         支店 

  組合 

貸主又は貸主 
から委託を 
受けた事業者 
の振込口座 

口座種別・番号 普通・当座 番号  

住 所
〒 
 
 フ リ ガ ナ

氏 名  

初期費用 
(1) の 
振込先 

振込通知の 
送付先 

電 話 番 号  

 フ リ ガ ナ
口 座 名 義  

金 融 機 関 名
       銀行・金庫                  支店 

組合 

媒介業者の 
振込口座 

口座種別・番号 普通・当座 番号  

住 所
〒 
 
 フ リ ガ ナ

氏 名  

初期費用 
(2)の 
振込先 

振込通知の 
送付先 

電 話 番 号  
 フ リ ガ ナ

口 座 名 義  

金 融 機 関 名
             銀行・金庫                  支店 

組合 

初期費用(3) 
に関する者の 
振込口座 

口座種別・番号 普通・当座 番号  

住 所
〒 
 
 フ リ ガ ナ

氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期費用 
(3)の 
振込先 

振込通知の 
送付先 

電 話 番 号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住宅手当支給申請者 本人記入欄） 
 入居予定の賃貸住宅は上記のとおりです。 
 私の個人情報が、住宅手当の支給及び総合支援資金の融資を行うために必要となる範囲内で、
地方自治体、公共職業安定所及び社会福祉協議会の間で相互利用されることについて同意します。 
 住宅手当の支給は、貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の口座へ振り込まれることにより、
私への支給となることについて同意します。 

                         平成  年  月  日 

                                      氏  名                 印 

                   居  所                   

                   電話番号                   
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（様式 2-2 号） 

入居住宅に関する状況通知書 

 下記の者に対し、賃貸している住宅に関する概要等について通知します。 

    
                 様 

                          平成  年  月  日 

                             貸主又は貸主から委託を受けた事業者 

                             （商号又は名称）                      

                （代表者名）                               印   
                （所在地）〒                        

                （担当者等） 氏名          所属           

                                         電話番号                     

                              ※貸主が記入する場合は、氏名、所在地、電話番号のみを記載してください。 

１ 入居者 

氏 名  

生 年 月 日 昭和・平成    年    月    日 

家 族 状 況 単 身 ・ 複 数 

 

 

 

 入居開始年月日 昭和・平成    年    月    日 

 

 

 

 

 

２ 入居している賃貸住宅 

名 称  

所 在 地  

 

 

 賃 料 月 額   円 

 

 

 

  ※1 住宅手当の支給額は、単身世帯は    円、複数世帯は     円が上限となります。 
  ※2 共益費･管理費は住宅手当の対象になりませんので、賃料月額には含めずに記載してください。  

３ 振込口座 

 フ リ ガ ナ

口 座 名 義  

金 融 機 関 名
銀行・金庫                     支店

組合 

貸主又は貸主 
から委託を 

受けた事業者 

の振込口座 
口座種別・番号 普通・当座 番号  

住 所
〒 
 

 フ リ ガ ナ

氏 名  

 

 

 

 

 

 

住宅手当

の振込先 

振込通知の 
送付先 

電 話 番 号  

 

 

 

 

 

 

 
（住宅手当支給申請者 本人記入欄） 
 入居している賃貸住宅は上記のとおりです。 
私の個人情報が、住宅手当の支給を行うために必要となる範囲内で、地方自治体、公共職業安定所

及び社会福祉協議会の間で相互利用されることについて同意します。 
 住宅手当の支給は、貸主又は貸主から委託を受けた事業者等の口座へ振り込まれることにより、私
への支給となることについて同意します。 

                               平成  年  月  日 

氏    名                   印 

住    所 〒                   

電話番号                     
（注意事項） 
  住宅手当支給申請者は、賃貸住宅の賃貸借契約の写しを添付して、この通知書を住宅手当申請窓口
に提出してください。 

住宅を喪失するおそれのある方用 


